
第81号議案

令和 4年度　茨城県一般会計補正予算（第 2号）

令和 4年度茨城県一般会計の補正予算（第 2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,969,224千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,292,448,366千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表　歳入歳

出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2条　債務負担行為の補正は、「第 2表　債務負担行為補正」による。

令和 4年 6月 6日提出

茨城県知事　　大井川　 和　彦
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第 1表　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

9 国 庫 支 出 金 211,372,271 4,763, 643 216,135, 914

1 国 庫 負 担 金 53,605,348 53,257 53,658, 605

2 国 庫 補 助 金 154,802,556 4,710, 386 159,512, 942

12 繰 入 金 21,288,611 1,871, 581 23,160, 192

2 基 金 繰 入 金 20,402,046 1,871, 581 22,273, 627

14 諸 収 入 141,834,754 3,334, 000 145,168, 754

4 貸 付 金 元 利 収 入 117,762,652 3,334, 000 121,096, 652

歳 　 入 　 合 　 計 1,282,479, 142 9,969, 224 1,292, 448, 366

歳　　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

4 生 活 環 境 費 14,546,815 1,594, 965 16,141, 780

3 環 境 保 全 費 10,634,654 1,594, 965 12,229, 619

5 保 健 福 祉 費 300,063,985 1,802, 117 301,866, 102

1 厚 生 総 務 費 113,223,913 1,802, 117 115,026, 030

7 農 林 水 産 業 費 42,041,188 261,722 42,302, 910

1 農 業 費 13,103,942 136,482 13,240, 424

2 畜 産 業 費 2,461,319 125,240 2,586, 559

8 商 工 費 143,887,124 6,310, 420 150,197, 544

1 産 業 政 策 費 115,754,941 6,310, 420 122,065, 361

歳 　 出 　 合 　 計 1,282,479, 142 9,969, 224 1,292, 448, 366

千円千円 千円千円 千円千円

千円千円 千円千円 千円千円
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第 2表　債務負担行為補正

（新　規　分）

事　　　　項 事 業 内 容 期　　　間 限 度 額

豚熱経営対策緊急

支援資金利子補給

茨城県豚熱経営対策緊急支援資金利子補給

金交付要項に基づき、金融機関が農業者に対

し、令和 4年度において資金を貸し付けたと

きは、県は当該金融機関に対し利子補給す

る。

令 和 5 年 度

融資総額 1億 2千万円の融

資残高に対し、茨城県豚熱

経営対策緊急支援資金利子

補給金交付要項に定める利

子補給率を乗じて得た額

豚熱経営対策緊急

支援資金損失補償

茨城県豚熱経営対策緊急支援資金制度に基

づき、金融機関が農業者に対し、資金を融資

し、当該資金に損失が生じたときは、県がそ

の損失を補償する旨の契約を当該金融機関と

締結する。

自　令和 4年度
至　令和 5年度

120,000千円
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（変　更　分）

事　　　　項 区分 事 業 内 容 期　　　間 限 度 額

環 境 保 全 施 設

資 金 利 子 補 給

変　

更　

前

茨城県環境保全施設資金融資制度に基

づき、金融機関が中小企業者等に対し、

令和 4年度において資金を貸し付けたと

きは、県は当該金融機関に対し利子補給

する。

自　令和 5年度

至　令和11年度

融資総額 1億7,823万円の

融資残高に対し、茨城県

環境保全施設資金融資制

度要項に定める利子補給

率を乗じて得た額

変

更

後

茨城県環境保全施設資金融資制度に基

づき、金融機関が中小企業者等に対し、

令和 4年度において資金を貸し付けたと

きは、県は当該金融機関等に対し利子補

給する。

同　　上

融資総額17億5,323万円の

融資残高に対し、茨城県

環境保全施設資金融資制

度要項に定める利子補給

率を乗じて得た額

新分野進出等支援

融 資 損 失 補 償

変　

更　

前

新分野進出等支援融資制度及び小規模

企業支援融資制度に基づき、茨城県信用

保証協会が保証した債務によって損失が

生じたときは、県がその損失を補償する

旨の契約を当該協会と締結する。

自　令和 4年度

至　令和19年度
96,000千円

変
更
後

同　　　　　　　　　　上 同　　上 286,000千円

新型コロナウイルス

感染症対策利子補給

変　

更　

前

茨城県新型コロナウイルス感染症対策

利子補給金交付要項に基づき、金融機関

が中小企業者に対し、令和 4年度におい

て資金を貸し付けたときは、県は当該中

小企業者に対し利子補給する。

自　令和 5年度

至　令和 7年度
230 ,235千円

変
更
後

同　　　　　　　　　　上 同　　上 687 ,423千円
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